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介護付有料老人ホーム 楽居館からのお知らせ 

 

１．処遇改善に関する取り組み 

２．身体拘束等の適正化のための指針 

３．身体拘束等の適正化のためのマニュアル 

４．虐待防止の為の指針 

５．虐待防止の為のマニュアル 

６．指定特定施設運営規定 

 

１．処遇改善に関する取り組み 

職場環境要件についての掲示  

 職場環境要件項目 楽居館としての取り組み 

資
質
の
向
上 

 

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務

者研修支援や、より専門性の高い介護技術を習得し

ようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービ

ス提供責任者研修、中堅職員に対するケアマネジメ

ント研修の受講支援（研修受講時の他の職員の負担

を軽減するための代替職員確保を含む） 

職員の研修や講習、受験等のスケジュール

に合わせたシフト調整を行っている。 

受験対策等の情報提供を行っている。 

労 

働 

環 

境 

・ 

処 

遇 

の 

改 

善 

新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メ

ンター（新人指導担当者）制度など導入 

新人職員には入社後 3 か月間は指導職員が

ついて研修指導している。 

ICT 活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内

に加えタブレット端末をかつようし訪問先でアクセ

スを可能にすること等を含む）による介護職員の事

務負担軽減、個々の利用者へのサービス経歴、訪問介

護職員の出勤情報管理によるサービス提供責任者の

シフト管理に係わる事務負担軽減、利用者情報蓄積

による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）

による業務省略化 

介護ソフトの活用による情報共有、記録の

電子化のためトレーニングを行っている。 

介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロ

ボットやリフト等の介護機器等導入 

特浴、電動ベットの活用で介護職員の腰痛

対策を行っている。 

ミーテイング等による職場内のコミュニケーション

の円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた

勤務環境やケア内容の改善 

毎日勤務シフトに合わせミーテイングを行

い情報共有を徹底している。 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による

責任の所在の明確化 

事故防止委員会等、各種委員会を設置し、

マニアルを作成し実施している。 

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員

休憩室・分煙スペースなどの整備 

1 年に１～２回の健康診断およびストレス

チェックを実施している。館内全面禁煙、

職員休憩室を確保している。 

中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢

者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配

高齢職員に配慮した短時間勤務等配慮した

シフト調整を行っている。 
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慮、短時間正規職員制度の導入）  

障害を有するものでも働きやすい職場環境構築や勤

務シフト配慮 

障害の内容、程度に応じ、他の職員の協力

を得られるような業務内容としている。 

非正規職員から正規職員への転換 
非正規職員から正規職員への転換を奨励し

ている。 

職員の増員による業務負担の軽減 
積極的に職員を採用し法定数を超える職員

の配置をしている。 
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２.身体拘束等の適正化のための指針 

（指定基準省令第 183 条の規定に基づく身体的拘束等の適正化のための指針） 

 

１．身体拘束禁止の理念 （施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方） 

 

介護付有料老人ホーム 楽居館は、老後を安心して暮らす生活の場であり、入居者様一人一人が、

それぞれの人らしく明るく暮らすことのできる“もうひとつの我が家”であるための支援することを

ビジョンの１つに掲げています。こうしたことから、人としての尊厳を損なう身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下この指針では「身体拘束」と言います。）は禁止されなくてはなり

ません。 

したがって、身体拘束は、入居者様又は他の入居者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、認められません。これは、法令にも定められています。 

介護付有料老人ホーム 楽居館では、多職種連携で入居者のアセスメントに取り組み、入居者の

これまでの人生やこれからの希望に寄り添います。入居者の言動の背景を理解して、ケアプランを

策定・実行します。これによって、身体拘束に頼らず、入居者様のその人らしい暮らしの実現を図

ります。 

 

２．拘束禁止の方針 （その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針） 

 

（１） 身体拘束の禁止 

当施設においては、原則として身体拘束を行いません。 

（２） 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合 

ご本人又は他の利用者様の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身

体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、本

人・家族への説明・確認を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その態様等を

記録するなど、十分な観察を行うとともに、介護サービスの質の評価及び経過の記録を行

い、できるだけ早期に拘束を解除します。 

（３） 身体拘束禁止に取り組む姿勢 

① 身体拘束禁止に関する取組みは、施設長を中心として、全職員・多職種連携で取り組みま

す。ケアに悩むことがあれば、一人で抱え込まず、他の職員、介護主任、看護師、生活相談

員、計画作成担当者（ケアマネジャー）、施設長、必要に応じて、主治医等に相談します。

身体拘束は、職員の誇りや士気の低下を招くおそれがあることを理解します。 

② 多職種の視点から入居者のアセスメントに取り組み、入居者自身、入居者の言動の

背景を理解して、その人らしい暮らしを支援するケアプランを策定・実行します。

転倒などよりも、行動制限による苦痛を強いることの方が、尊厳を侵してしまうこ

とを理解します。 

③ ご家族から身体拘束を希望されても、それをそのまま受け入れるのではなく、入居者様、

ご本人にとって居心地のいい環境・ケアを創り上げるため、ご家族と一緒に考えます。 
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（４） 入居者様等の生命又は身体を保護するためであっても、常に代替的な方法を考えます。緊急

やむを得ずどうしても身体拘束を行わざるを得ない場合も、極めて限定的にします。 

 

３．身体拘束禁止のための体制 （身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項） 

 

（１） 身体拘束禁止委員会（指定基準省令第 183 条の規定に基づく身体拘束の適正化のための対

策を検討する委員会）を設置し、3 ヶ月に 1 回以上開催します。 

（２） 身体拘束禁止委員会は、施設長、生活相談員、計画作成担当者（ケアマネジャー）、 看護

職員、介護職員等で構成します。必要に応じて、協力医療機関の医師、主治医等の 助言を

仰ぎます。 

（３） 身体拘束禁止委員会の結果は、全職員に議事録を交付または回覧するなどして周知徹底し

ます。 

（４） 身体拘束禁止のため、介護に係わる従業員に向けた職員研修を、１年に２回以上行います。 

（身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針） 

新規採用時に、必ず身体拘束禁止のための研修を実施します。 

 

４．緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応  

（身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針） 

 

（１） ご本人又は他の利用者様の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身

体拘束を行わなければならない場合、次の３つの要件のすべてを確認します。入居者様のご

家族の希望であっても、施設が以下の要件を満たさないと判断する場合には、身体拘束を行

ってはなりません。 

 

切 迫 性：入居者様、ご本人又は他の入居者様等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著

しく高いこと 

非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する介護方法がないこと 

一 時 性：身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること 

 

（２） 要件を満たしているか、身体拘束の内容、期間等は、慎重な手続きで確認します。 

① 「緊急やむを得ない」に該当するかどうかの判断は、個人では行わず、施設全体としての

判断が行われるように、身体拘束委員会を臨時開催し、身体拘束禁止委員会で判断します。 

② 身体拘束禁止委員会において、３つの要件の確認や、身体拘束の内容、目的・理由、時間、

期間等を検討し、議事録に残します。期間は 1 ヶ月以内の期間とします。 

③ 入居者様、ご本人やご家族に対して、身体拘束の内容、目的・理由、時間、期間等をでき

る限り詳細に説明し、十分な理解を得て、確認書に署名をいただきます。身体拘束の実施

終了日以降において、なお身体拘束を必要とする場合においては、実施終了日前に入居者

様・ご家族等に対してあらためて説明・確認した上で実施することとします。 
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（３） 身体拘束に関する記録を行い、定期的に振り返り、身体拘束の解除に取り組みます。 

① 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、「身体拘束の解除に向けての経過観察記録」にそ

の態様及び時間、その際の入居者様の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 

② 具体的な記録情報をもとに、職員間、ご家族等関係者間で直近の情報を共有します。「緊急

やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、1 ヶ月に 1 回以上は、身体

拘束の解除に向けて検討するとともに、要件を満たさない場合には、ただちに解除します。 

 

５．身体拘束に関する報告  

（施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針） 

 

（１） 緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合には、身体拘束の内容、期間等を確認

し、身体拘束禁止委員会の議事録として記録を残し、介護職員その他の従業者に報告しま

す。 

（２） 身体拘束の解除に向けての経過観察記録は、身体拘束禁止委員会に報告します。 

 

６．入居者様等による本指針の閲覧 （入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針） 

（１） 本指針は、入居者様及び保証人様が閲覧できるようにします。 

 

 

 

                             令和 5 年 4 月 1 日 改訂 

 

  



３．身体拘束等の適正化及び対応マニュアル 

 

１． 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方  

 

1） 身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則廃止 原則として、身体拘束及びそ

の他の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を禁止 とする。 

 

身体拘束・行動制限禁止の対象となる身体的行為 11 項目  

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

    ④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

    ⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない 

よう に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

    ⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や 

腰 ベルト、車いすテーブルをつける。  

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

 ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

    ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

    ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 ※「身体拘束ゼロへの手引き」（平成 13 年３月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」 

 

 

２）身体拘束等を行う基準 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の 3 要件を全て

満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に

行う。  

（1）切迫性 入居者本人又は他の入居者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能

性が著しく高いこと。  

（2）非代替性 身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。  

（3）一時性 身体拘束等が一時的であること。 

 

留意事項  

・「緊急やむをえない場合」の判断は、現場職員だけの判断とせず身体拘束適正化委員会 

をはじめとした施設全体として状況を把握して判断することが必要である。 

・身体拘束等の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し 



理解を求めることが必要である。  

・緊急やむを得ない身体拘束等を行った場合には、その状況や対応に関する記録の作成

が 義務付けられている。 

 ・身体拘束等の要件に該当しなくなった場合は、速やかに解除する。  

 

2）身体拘束等がもたらす弊害  

（1）身体的弊害 

 ・関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や褥瘡発生などの外的弊害 

 ・食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害  

・転倒や転落事故、窒息などの大事故を発生させる危険性  

（2）精神的弊害  

・生きる意欲の低下  

・不安、怒り、屈辱、あきらめなどの精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発 

・家族に与える精神的苦痛（罪悪感や後悔）  

（3）社会的弊害 

 ・看護・介護職員自身の士気の低下 

 ・施設等に対する社会的な不信、偏見を招く恐れ 

 ・心身機能低下による QOL の低下、さらには医療的処置が生じる事による経済的影

響 

 

 

 

 

 

２．身体拘束等の適正化に向けた組織体制  

１）身体拘束等適正化委員会の設置  

介護付有料老人ホーム楽居館では、身体拘束適正化に努める観点から、「身体拘 束等

適正化委員会」を設置する。 

 

 

３．身体拘束等の適正化の研修に関する事項  

1）身体拘束等の適正化の研修を定期的に年 1 回以上実施する。また、新規採用時には必

ず身体拘 束等適正化を含む虐待防止のための研修を実施する。 

 

 

 

 



 4. 身体拘束等発生時の対応方法に関する事項  

1）身体拘束等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去

に努め る。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合

には、役職位の如何 を問わず、TMG 就業規則に則り厳正に対処する。  

 

2） やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応方法と手順  

本人又は他入居者の生命又は身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束

等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。 

（1）入居中 

入居中の経過からやむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束適正化委員

会に おいて、その理由・方法・時間帯や時間・特記すべき心身の状況・開始及び解

除の予定等 について協議検討して記録に残す。また身体拘束等をやむを得ず実施

している場合（解除も含む）は、その状況について確認、検討し記録する。  

（2）緊急時 

 ① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、施設職員全体で協議しその理由を

記録する。その後の対応については身体拘束等適正化委員会に おいて協議す

る。  

② 家族への説明は翌日までに計画作成担当者等が行い同意を得る。 

（4）身体拘束等の継続と解除  

① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘

束に関する経過観察・検討記録」（様式２）を用いて、身体拘束発生時にその

態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、そ

の他必要な事項を記録する。 

② 身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か解除かの検討を行う。 

 ③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い「身体拘束経過記

録」（様式３）に記録する。 

 ④ 身体拘束等解除の場合は事前又は即日、計画作成担当者等より家族等に身体

拘束等解除について説明し同意を得る。  

（5）身体拘束等実施時の記録について （様式 1）「身体拘束・行動制限に関する説明書」 

（様式 2）「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録（初回）」 （様

式 3）「身体拘束経過記録」 上記の記録については、施設にて 2 年間保管する 

 

 

 

 

 

 



図表 1 やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応フロー 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時 

入居中の経過から

やむを得ず必要な

場合（様式 2）にて     

検討 

入居中 

施設全体で協議し 

身体拘束等実施 

（様式 2）にて記録 

やむを得ない身体拘束等実施と判断 

身体拘束等実施 

身体拘束等解除と判断 

虐待防止賢津委員会・身体拘束適正化委員会にて検討 

虐待防止検討委員会・身体拘束適正化委員会にて検討 

・入居者、及び家族へ身体拘束等実施の説明と同意を得る 

（様式 1）「身体拘束・行動制限に関する説明書」 

・身体拘束等実施中の経過観察と記録  

（様式 2）「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録（初回）」  

（様式 3）「身体拘束経過記録」 

 

・入居者、及び家族へ身体拘束等解除の説明と同意を得る  

（様式 1）「身体拘束・行動制限に関する説明書」  



5. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する事項  

1）職員等が他の職員等による身体拘束等を発見した場合、虐待防止委員会担当者に報告

する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。 

 2）担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった

場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、

身体拘束等の虐 待を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の

上席者が担当者を代行する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。これら

確認の経緯は、時系列で概要を整理し記 録する。 

 3）事実確認の結果、身体拘束等の事象が事実であることが確認された場合には、当該身

体拘束等適正化委員会より有限会社林友商事へ報告する。当人に対応の改善を求め、

就業規則等に則り必要な措置を講じる。 

 4）事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、身体拘束等適正化委員会

において 当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員

に周知する。 

5）サービス提供時に身体拘束等が発生した場合には、その再発の危険が取り除かれ再発

が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を合わせて市町村へ

報告する。 

 

 6. 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項  

入居者はいつでも本指針を閲覧することができる。また、事業所ホームページにおいても

閲覧可能な状態とする。 

 

                   令和６年３月１日改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

身体拘束・行動制限に関する説明書（様式１） 

様の状態が、次の①、②、③を全て満たしておられるため、緊急やむを

得ず、下記の方法と時間帯において最小限度の身体拘束・行動制限を実施いたします。 ただ

し、できる限り長期化することなく、解除することを目的に実施いたします。 

 

 ① 入居者本人、又は他の入居者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いと判断され

るとき。 

 ② 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護方法がないと判断されるとき。 

 ③ 身体拘束その他の行動制限が一時的である。 

上記のとおり実施します。 

(法人名) (事業所名)  

管理者 ●● ●● 

 

【入居者・ご家族の記入欄】 

  上記の件について説明を受け、確認いたしました。 

年   月   日 

氏名                     ご本人との続柄 

 

様の状態が改善され、身体拘束・行動制限実施の必要性が無くなりました。 

よって身体拘束・行動制限を解除いたします。 

 解除日   年  月  日  

(法人名) (事業所名)  

管理者 ●● ●● 

 

【利用者・ご家族の記入欄】  

上記の件について説明を受け、確認いたしました。 

年   月   日  

氏名                     ご本人との続柄 

個別の状況による理由  

方法（場所・内容・部位）  

時間帯及び時間  

特記すべき心身の状況  

開始及び解除の予定 
年   月   日   時   分から 

年   月   日   時   分まで 



 

緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録（初回） （様式２）  

入居者 様 年齢 歳 要介護状態区分等  

開始日 年   月   日 解除日 年   月   日 

 

検討参加者  

記録者  次回検討予定 月   日頃 

 

切迫性があるか はい    いいえ 

① ご本人の生命身体にどのような危険が考えられるか 

 

 

②他者の生命身体にどのような危険が考えられるか 

 

 

他の方法で対処できるか はい    いいえ 

拘束以外の介護方法を試みた結果 

 

 

一時的か はい    いいえ 

 

家族への連絡をしたか はい    いいえ 

家族への同意 あり    なし 

①連絡したもの 

②連絡を受けた家族 

拘束等の種類 

4 点柵   つなぎ服   ミトン   車椅子後ろブレーキ   車椅子+テーブル 

その他（                            ）※具体的に 

拘束等の時間帯 

臥床時   24 時間   経管栄養注入時   車椅子座位時 

その他（                            ）※具体的に 

 



身体拘束経過記録（様式３） 

実施日 年   月   日（   ） 記録者  

 

実施内容  心身状況 

ミトン着用 

抑制 

つなぎ服 

4 点柵 

薬剤 

車椅子 

施錠 

その他 

右    左 

右上  左上  右下  左下  体幹 

 

 

 

後ろブレーキ   ベルト 

 

興奮 

 

訴え 

 

皮膚状態 

 

その他 

 

緊急やむを得ない理由 

 

 

実施時間（開始●  解除〇） 

身体拘束等内容（              ） 

 

  

                        

0   2   4   6  ８   10  12  14   16  18  20   22  24 

 

身体拘束等内容（              ） 

 

  

                        

0   2   4   6  ８   10  12  14   16  18  20   22  24 

 

身体拘束等内容（              ） 

 

  

                        

0   2   4   6  ８   10  12  14   16  18  20   22  24 
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４．虐待防止の為の指針 

1 目的 

   この指針は、本事業所における虐待を防止するための 体制を整備することにより、入居者の権利

を擁護するとともに、入居者が介護サ ービス等を適切に利用できるように支援することを目的と

する。 

 

２ 基本方針 

   虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の

禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全職員は本指針に従い、業務にあたる

こととする。 

 

３ 虐待の定義  

（１）身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある 行為を

加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。  

（２）介護・世話の放棄・放任（ネグレクト） 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべき

サービスの提供を放 棄又は放任し、入居者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。  

（３）心理的虐待脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に 精神的、

情緒的な苦痛を与えること。  

（４）性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 

（５）経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく

制限すること。 

 

４ 虐待防止に係る検討委員会の設置  

（１） 本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、 

「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を 適切に実施 

するための担当者を定めることとする。  

（２）委員会の委員長は介護主任、副委員長は介護副主任が務める。  

（３）委員会の委員は、管理者、看護師、介護支援専門員、相談員、介護職員とする。  

（４）委員会は、年 2 回以上、身体拘束適正化検討委員会と併せて、委員長の招集により開催する。  

 

（５）委員会の審議事項は次のとおりとする。 

 ①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。 

 ②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。 

 ③職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。  

④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。 

  ⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。 

 ⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。 

 

４ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針  

（１）職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内 容等の適切な知識を普

及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、 権利擁護及び虐待防止を徹底する内容と

する。  

（２）研修は年 1 回以上実施することとする。また、新規採用時には別途虐待 防止のための研修を

実施することとする。  
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（３）研修の実施内容については、資料、出席者名簿等を記録し、 保存することとする。 

 

５ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針  

（１） 虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努め

る。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳

正に対処する。  

（２）緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優

先する。  

 

６ 虐待等が発生した場合の相談報告体制  

（１）入居者、ご家族様、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとす

る。  

（２）入居者の居室において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげる

よう努める。  

（３）施設内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努

める。  

（４）施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は

日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。  

（５）施設内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待 防止検討委員会を開催

し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。  

（６）必要に応じて、事実を公表する。 

（７）虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待 への対応と養護者支

援について（厚生労働省老健局）」を参考に、対応することとする。 

 

７ 成年後見制度の利用支援  

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、 必要に応じて、社会

福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。 

 

８ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項  

（１）虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。  

（２）苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者 に不利益が生じないよ

う細心の注意を払って対処する。  

（３）相談受付後の対応は、「６．虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。  

（４）対応の結果は相談者にも報告することとする。 

 

９ 利用者等に対する指針の閲覧 

 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、正

面玄関に備え付けることとする。 

 

１０ その他虐待防止の推進のために必要な事項  

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積 極的に参加し、利用者

の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める こととする。  

 

令和 6年 3月 1日改定 



５．虐待防止マニュアル 

１ 高齢者虐待の定義 

 

 「高齢者虐待防止法」では次の５つの行為の類型をもって「虐待」と定義しています。  

 

（1） 身体的虐待  

「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」  

（2） 心理的虐待  

「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと。」  

（3） 介護・世話の放棄・放任  

「高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利 益を得ること。」 

「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の

義務を著しく怠ること。」  

（4） 性的虐待  

「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせ ること。」  

（5） 経済的虐待 

 「高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。」 

 

 

 

（１） 身体的虐待 

虐待防止法では、第２条第５項で「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行

を加えること。」と定義されています。次に記載されていることは、利用者又は家族 が不快であ

ったり悲しかったり、「身体的虐待を受けた」と感じる行為です。 

 

1．微熱を理由に、ベッド上での生活を強制された。  

2．声掛けの為に腰を叩かれ、とても痛がった。  

3．大きなスプーンで口一杯に入れる為、上手く飲み込めず、むせてしまう事がある。  

4．車椅子の移動、あるいは食事の介助、衣服の着脱時等、乱暴であったり、テンポが 速く、利用者が

おどおどしている場面を見ることが多い。 

5．利用者に布団を掛けるとき、放り投げるように掛けた。  

6．関節可動域に制限があるにも関わらず、健側から無理矢理着替えをさせた。 

7．臥床する時、少し乱暴に寝かせているのを見かける。 

8．車椅子のベルトで拘束されているのを目撃した  

9．トイレに閉じこめられた。 

10．つねられたか、はたかれたようで、手足に触れると「痛い、痛い」という。腕や足 につねられたよ

うな傷跡と内出血があった。  

11．認知症だから分からないだろうと思って、頭を叩かれた。  

12．車椅子を強く押し放つ。  

13．声掛けなしに、ベッドから車椅子に移乗させた。  



（２） 介護・世話の放棄・放任  

虐待防止法では、第２条第５項で「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長期間の放置そ

の他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」と定義されています。次に記載され

ていることは、利用者又は家族が不快であったり悲しかったり、「介護・世話 の放棄・放任」と

感じる行為です。 

 

 1．まだ十分トイレで対応できる時も朝の１回のみトイレで対応。朝以外はおむつ対応。 

 2．訪室の度に目やにがたまっている。  

3．洋服がはだけたり、汚れているのにそのまま。  

4．いつ面会に行っても、同じ洋服を着ていることが多い。 

 5．夜間はオムツ交換をしてくれず、寝間着からシーツがびしょびしょになり冷たかった。 

6．汚れたシーツを替えてくれなかった。  

7．ベッドのシーツの上の食べこぼしが常にある。 

 8．入浴後、髪の毛を乾かしてもらえない。 

 9．排泄後のズボンがねじれていることが結構ある。  

10．一日中おしゃべりさせたり、椅子に座らせっぱなしだったりで、積極的に働きかけをする姿勢がな

い。 

11．忙しい時間帯は寝かせられている。  

12．発熱時、家族が面会に行き、やっと氷枕をしてもらえた。  

13．衣類の調節をしてもらえなかった。 

14．食事介助のスピードが早い。  

15．介助法を工夫して、食事摂取量を増やして欲しいとお願いしたが、「うちでは出来な い。嫌なら他

の施設に移ってくれ。」と言われた。  

16．粥を落下させてしまった人に対して、「あら残念ね」と言って、代わりのものを運んでこなかった。 

 17．今は忙しいから、後でと言われた。  

18．大小便の処置に困り、呼んだが、なかなか来てくれなかった。 

19．呼び出しボタンを押しても、なかなか来ない。 

20．職員を呼んでもなかなか来てくれないことが何度もあった。 

 

 

 

（３） 心理的虐待  

法では、「高齢者に対する著しい暴言又は著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと。」と定

義されています。次に記載されていることは利用者又は家族が不快であったり悲しかったり、「心

理的虐待を受けた。」と感じる行為です。高齢者虐待防止法の定義をそのとおりに解釈すれば、当

てはまらない内容もあげられています。しかしあくまで「高齢者の気持ちを起点にする」考え方

をとれば、深く受け止めるべきでしょう。  

 

1．耳の遠い方が多い為、声が大きくなるが正常な方は怒られているように感じる。 

 2．「入所しているのは、あなた１人ではないんだから。」と言われた。 

 3．認知症老人に対して、「同じことを何回も言わない。」「何回言ったらわかるの？」「さっきトイレに

行ったばかりでしょう。」などと声を荒げて言う。  



4．食べ残しをすると「残した物は捨てなければならないの。」と強い口調で言われた。  

5．上から物を言う。高齢者（年長者）を敬う態度から遠い。  

6．「何をやっているんだ。」「何ぐずぐずしているんだ。」等、乱暴な言葉遣い  

7．母の名前を呼び捨てや「おばあさん」と呼ぶ。  

8．「それはやめましょう。駄目です。」等の指示をしている態度。 

9．本人の前で気になるような言葉をしゃべっている。  

10. 本人のいる前でトイレ（便の事）に関して話された。 

 11．手のかかる人に対して聞こえない素振りをした。  

12．忙しいことを理由に話を聞いてもらえない。  

13．「早く食べて」と急がせる言葉を言う。 

14．返事をしない職員がいた。  

15．車椅子の老夫人が「帰りたい」と言っていることに対して無視をしている。 

16．けがの際、必要以上に「○○さん、わかりましたか？」といろいろな職員に確認された。  

17．認知症なので本人は、わからないがあだ名をつけて呼んでいた。 

 18．「臭い、臭い。」「ばっちいね」と声かけながらおむつ交換をした。 

19．厳しい口調で利用者に対しているのをみた。  

20．食事量が減少している利用者に「食べないと死んじまうよ。」と言っていた。 

 21．上肢に片麻痺があり使えないのに、両手でしか出来ない作業を与えられた。 

 22．同じことを何度も言ってしまう人に「うるさい。」と言う。  

23．「あれが悪い」「これが悪い」と短所ばかり言う。  

24．子供に対してするように頭を撫でる。  

25．お願いをした際に、不快な顔をされ少し、嫌な感じだった。  

26．１分１秒でも一緒に居たくない態度が見える。  

27．失敗に対して「待機している人が 1,000 人もいるのに入れたんだから」と恩着せがましいことを言

った。 

 28．おむつ交換時 「またこんなに汚して」と言った。  

29．「お前なんか死んでしまえ。そしたら自分が楽になる。」と言われた。 

 30．意思疎通の出来ない人に対して「もう食べないの？」と言った。  

31．「何回も鳴らすな！」と不機嫌な顔で叱られた。 

 

ここに記載された内容は、高齢者虐待防止法の「暴言」「著しい心理的外傷を与える行動」 だけでは

ありません。その内容は、①高齢者の尊厳の保持されていない対応が多く含まれ ています。その内容

は、子供扱い、高圧的態度、事務的態度、指示的態度、高齢者への配 慮に欠けた無神経と思われる言

動などがあります。また、②組織的、管理的な問題として施設側の管理優先での利用者の行動の自由

を不当に制限したり、家庭生活の環境に近づけたり保つ努力の欠如があります。また、③処遇及びケ

アの質として、個別ケアと利用者中 心のケアがされていない場合も見られます。また職員の説明不足

や職員の一方的判断もしくは決めつけなどの④コミュニケーション技術不足も見られます。  

 

 

（４） 性的虐待  

法では、「高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ

と」と定義されています。次の記載は、利用者または家族が不快であったり悲しかっ たり「性的



虐待をうけた」と感じる行為です。  

 

1．カーテンを開けっぱなしで女性のおむつ交換をしていた。 

2．カーテンもせずに廊下から丸見えの状態でパンツを脱がせっぱなし。  

3．下着を履いているかどうかズボンを下げて確かめる。 

4．入浴、排せつなど身体介護で恥ずかしいことをされた。  

5．いきなり懐に手を入れて脇の下を触る。 

 

 

 

（５） 経済的虐待  

法では、第２条第５項「高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当 に財産

上の利益をえること」と定義されています。次に記載することは、調査の結果、利用者または家

族が不快であったり悲しかったり「経済的虐待を受けた」と感じることです。  

 

1．ヘルパーさんに金品を要求された。 

 2．出金日が決まっていて好きな時におろせない 

3．父は見聞きが満足にできないのにかなり高額なテレビ使用料を取られている。  

4．刺激を与える理由に見てもいないテレビの利用料を取られている。  

5．不当な利用料金を請求されている。  

6．事前連絡なしにお小遣い預り金でゴム印を購入されていた。 

7．お風呂に入っていないのに料金を取られた。  

 

 

 

２ 高齢者虐待の発見方策  

 

(１) 高齢者虐待が発見されにくい理由  

◇ 社会からの孤立 

   高齢者は外出する機会が少ないため、社会から孤立しやすくなります。要介護状態で あればなおのこ

と家庭内で閉ざされた環境となりやすく、第三者による高齢者虐待が発 見されにくい状態となります。 

◇ 高齢者虐待行為の隠ぺい  

高齢者虐待が起こっていても、虐待をしている人も受けている人も他人に知らせることはしないで、隠

そうとする傾向があります。特に虐待を受けている高齢者自身が、「自 分さえ我慢していれば・・・。」

と世間体を気にするあまり、不適切な養護をしている者をかばってしまうことや虐待を指摘されても「こ

れは自分の不注意で、どこかで打って できた傷だ」などと否定することも多くあります。 

 

 (２) 高齢者虐待を発見するために 

◇ 高齢者虐待のサインに気づく 

 高齢者虐待を早期に発見することは、極めて重要となります。そのためには、高齢者の家庭に入る機会

の多い保健・医療・福祉の関係機関は、それぞれの立場で、虐待を受けている高齢者のサインを敏感に察

知し、高齢者虐待の存在に気づいていくことが求められます。これらのうち複数の項目にあてはまると高



齢者虐待の疑いが濃くなります。ただし、ここに記載したサインはあくまで例示であり、他にも様々なサ

インがあること を踏まえておくことが必要です。  

 

① 共通して見られるサイン 

 (ア) 通常の行動が不自然に変化する。 

 (イ) 少しのことで怯えたり、恐ろしがったりする。 

 (ウ) 人目を避け、多くの時間を一人で過ごす。  

(エ) 医師や保健・福祉の関係者に話す事や援助を受けることをためらう。 

(オ) 医師や保健・福祉の関係者に対する話の内容がしばしば変化する。  

(カ) 睡眠障害がある。  

(キ) 不自然な体重の増減がある。  

(ク) 物事や周囲の事に対して極度に無関心である。  

(ケ) 強い無力感、あきらめ、なげやりな態度が見られる。 

 

② 身体的虐待を受けている高齢者の身体的、行動的に見られるサイン  

(ア)【あざや傷の有無】  

頭部に傷、顔や腕に腫脹、身体に複数のあざが見られる。  

(イ)【あざや傷の説明】  

あざや傷の説明に関するつじつまが合わない、求めても説明せず隠そうとする。 

(ウ)【行為の自由度】 

 自由な外出ができない、自由に家族以外の人と話す事ができない。  

(エ)【態度や表情】 

 おびえた表情、急に不安がる、家族のいる場面いない場面で態度が異なる。  

(オ)【話の内容】 

 ｢怖い｣「痛い」「怒られる」「家にいたくない」「殴られる」といった発言がある。  

(カ)【支援のためらい】 

 関係者に話す事を躊躇する、話す内容が変化する、新たなサービスの拒否。 

 

 ③ 養護者による世話の放棄サイン 

(ア)【住環境の適切さ】 

 異臭がする、湿度・ほこり・油等でべたべたする、暖房の欠如、極度に乱雑な住環境。  

(イ)【衣服・寝具の清潔】 

 着の身着のまま、濡れたままの下着、汚れたままのシーツである事が多い。 

(ウ)【身体の清潔さ】 

 身体の異臭、汚れのひどい髪や爪、皮膚の潰瘍。 

(エ)【適切な食事】 

 痩せが目立つ、菓子パンのみの食事、よそではがつがつ食べる。  

(オ)【適切な医療】 

 家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない。 

(カ)【適切な介護等サービス】 

 必要であるが未利用、勧めても無視あるいは拒否、サービス利用量が極端に不足。  

 



④ 性的虐待を受けている高齢者の身体的、行動的に見られるサイン。 

(ア)【出血や傷の有無】 

 生殖器等の傷、出血、かゆみの訴えがある。 

(イ)【態度や表情】 

 おびえた表情、怖がる、人目を避けたがる。 

(ウ)【支援のためらい】 

 関係者に話す事をためらう、援助を受けたがらない。 

 

⑤ 心理的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン。 

(ア)【体重の増減】 

 急な体重の減少、痩せすぎ、拒食や過食が見られる。 

(イ)【態度や表情】 

 無気力な表情、なげやりな態度、無表情、急な態度の変化。 

(ウ)【話の内容】 

 話したがらない、自分を否定的に話す、｢ホームに入りたい｣｢死にたい｣などの発言。  

(エ)【適切な睡眠】 

 不眠の訴え、不規則な睡眠。  

 

⑥ 経済的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン。 

(ア)【訴え】 

 「お金を取られた」「年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの発言。  

(イ)【生活状況】 

 資産と日常生活の大きな落差、食べる物にも困っている。  

(ウ)【支援のためらい】 

 サービス利用をためらう、サービス利用をためらう。 

 

 ⑦ 養護者・家族に見られるサイン。 

(ア)【高齢者に対する態度】 

 冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的。  

(イ)【高齢者への話の内容】  

「早く死んでしまえ」など否定的な発言、コミュニケーションをとろうとしない。  

(ウ)【関係者に対する態度】 

 援助の専門家と会うのを避ける、話したがらない、拒否的、専門家に責任転嫁。 

(エ)【養護者自身の状況】 

 酒気帯び状態であるなど。 

 

 

３ 施設職員としての責務 

 

① 高齢者虐待を発見しても、施設内においては職員同士がかばいあうとが想定されますが、 虐待と思われ

る行為や不適切なケアを受けている高齢者を発見した場合は、その場で職 員間の注意喚起が必要。一人

だけで悩んだり、見てみぬ振りをせず、直属の上司や管理 者に相談、報告する事が必要。また、高齢者



本人や家族から虐待の訴えを受けた場合も同様。  

② 職員本人が虐待と思われる行為や不適切なケアを行った場合も、高齢者の権利擁護の観点から隠したり

せず、早期に上司に報告することが大切。 

③ 通報義務、公益通報  

（１） 養介護施設従事者等における高齢者虐待の通報義務  

養介護施設従事者等の責務として、「高齢者福祉の仕事に従事する人は高齢者虐待を発見しやすい立場

にあることを自覚し、その早期発見に努めること」が示されています。特に養介護施設従事者等は自分の

働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わ

らず、速やかに市町村に通報しなければならないとの義務が課せられています。また、高齢者虐待は、さ

まざまな要因が複雑に絡み合って発生することや高齢者本人の生命や身体に危険が及ぶことがあること

から、早い時期に第三者が介入するなどして、虐待を止めることが大切です。 

 

（２） 守秘義務との関係 

 高齢者虐待防止法では、「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規 定は養介護施

設従事者等による高齢者虐待の防止を妨げるものとして解釈してはならな い」ことが示されており、虐

待の相談や通報を行うことは、養介護施設従事者等であっても「守秘義務違反」にはなりません。 

 

（３） 公益通報者保護  

この法律では労働者が、事業所内部で法律違反が生じ、又は生じようとしている旨を事業所内部、行

政機関、事業所外部に対して所定の要件を満たして公益通報を行った場合、通報者に対する保護が規定さ

れています。  

 

所定の要件とは、 

①不正の目的で行われた通報でないこと。  

②通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。 

③当該法令違反行為を通報することが、その発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要である

と認めた場合と規定されています。また、高齢者虐待防止法においても通報したことによって解雇その他の

不利益な扱いを受けることを禁じています。 

 

【公益通報者に対する保護規定の内容】 

① 解雇の無効  

② その他の不利益な取り扱い（降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職 の強要、専ら雑務

に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁止  

 

 

４ 虐待を防止するためには 

 

1.施設理念の共有 

①組織運営の健全化から考える。 

1） 理念とその共有の問題。 

・介護の理念や組織運営の方針を明確にする。 

・理念や方針を職員間で共有する。 



・理念や方針を実現するための具体的な指針を提示する。 

2） 組織体制の問題  

・それぞれの職責。 

・職種による責任や役割を明確にする。  

・身体拘束・虐待防止委員会をはじめとする必要な組織を設置。 

・運営する。  

・職員教育の体制を整える。 

3） 運営姿勢の問題  

・第三者の目を入れ、開かれた組織にする。 

・利用者、家族との情報共有に努める。  

・業務の目的や構造、具体的な流れを見直してみる。  

②負担、ストレス、組織風土の改善から考える。  

1）負担の多さの問題  

・柔軟な人員配置を検討する。  

・効率優先や一斉介護・流れ作業見直し、個別ケアを推進する。  

・夜勤時については配慮を行う。 

2) ストレスの問題 

・柔軟な人員配置を検討する。  

・効率優先や一斉介護。 

・流れ作業を見直し、個別ケアを推進する。 

・夜勤時については配慮を行う。  

3）組織風土の問題 

・組織運営の健全化、チームアプローチの充実、倫理観と法令遵守を高める教育の実施に 丁寧に取

り組んでいく。 

・取組みの過程を職員間で体験的に共有する。 

・負担の多さやストレスへの対策を十分に図る 。 

4）役割や仕事の範囲の問題  

・関係する職員がどのような役割を持つべきなのかを明確にする。  

・リーダーの役割を明確にする。 

・チームとして動く範囲を確認する。  

 

２ リスクマネジメントにおける組織運営の健全化 

 ①チームアプローチの充実から考える。  

1） 役割や仕事の範囲の問題  

・関係する職員がどのような役割を持つべきなのかを明確にする。 

・リーダーの役割を明確にする。  

・チームとして動く範囲を確認する。  

   ２）職員間の連携の問題  

・情報を共有するための仕組や手順を明確に定める。 

・チームでの意思決定の仕組や手順を明確に定める。 

・よりよいケアを提供するためには立場を超えて協力することが必要不可欠であることを確認する。 

 



②倫理観と法令遵守を高める教育の実施から考える。  

1）非利用者本位の問題  

・利用者本位という大原則をもう一度確認する。  

・実際に提供しているケアの内容や方法がそれに基づいたものであるかをチェックする。  

・職員の関心を高める掲示物等を掲示する。 

2） 意識不足の問題  

・基本的な職業倫理。 

・専門性に関する学習を徹底する。  

・目指すべき介護の理念をつくり共有する。  

3） 虐待、身体拘束に関する意識 

・知識の問題。 

・関連する法律や規定の内容を知識として学ぶ。  

・拘束を行わないケアや虐待を未然に防ぐ方法を具体的に学ぶ。  

③ケアの質の向上から考える  

1）認知症ケアの問題 

・認知症について正確に理解する。  

・本人なりの理由があるという姿勢で原因を探っていく。 

2）アセスメントと個別ケアの問題  

・心身の状態を丁寧にアセスメントする。 

・アセスメントに基づいて個別の状況に即したケアを検討する。  

3）ケアの質を高める教育の問題  

・認知症ケアに関する知識を共有する。 

 ・アセスメントとその活用方法を具体的に学ぶ。  

 

 

５ 適切なケアを実現することが虐待防止  

 

虐待防止の難しさは、分かりにくさと深刻さであり、分かりにくさは誤解や混乱を生み、深刻さは、見て

見ぬふりや問題の先送りにつながります。行為だけで虐待を定義することは容易ではなく、虐待はそれを受

ける利用者の思いが一番大切です。利用者、家族が主体となったサービスを提供し、虐待であろうとなかろ

うと、“不快”“悲しい”“いろいろ事情 がある”“これは誤解だ”“これくらいは仕方がない”などの日常のケアを

振り返ることが、虐待を防止することに繋がります。 

 

 

6 虐待発見時の対応 

 

○虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、まずは各部署の責任者へ報告し、その後、速や 

かに施設長等に報告する。その後、施設長等を中心に、虐待を行っている（行った）職員やその他の職 

員への聞き取りを行い、虐待の事実を確認する（フロー図 参照） 

○虐待の発生後「被害者である利用者」「虐待を行った者」双方への視点を持って対応することが必要です。 

○生命と身体の安全を十分に確保した上で落ち着きを取り戻すための支援、もしくは一日も早く安心した

生活を取り戻すために必要な取り組みを行なうことが重要です。  



○施設、事業所においては、虐待発生時もしくは、疑いのあるケースを発見した場合には 速やかに誠意あ

る対応や説明を行い、利用者や家族に十分に配慮する事。またプライバ シー保護を大前提としながらも、

対外的な説明責任を果たすことも必要となります。さらに発生要因を十分に調査、分析するとともに、再

発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を具体的に図ることが不可欠

となります。 

○施設、事業所の職員が虐待を行った場合には、家庭生活上の不安や、職場における人間 関係等のトラブ

ル、さらには、日々の業務に対する過剰感等が虐待に至る要因として考 えられます。これらの状況につ

いて日常的に把握できるような環境や仕組みを整えるとともに、発生後はその他の職員の状況に改めて

配慮する取り組みを進めます。  

○市町村には、利用者・家族への事実確認や職員への聞き取り調査の結果から「虐待の疑 いがあると判断

した段階で通報（又は報告）。施設内での解決が図られたとしても、市町 村への連絡は必要。 

○各事業所における虐待発見時の手順については、別紙「虐待発生時の対応手順」により 行う。 

 

 

令和６年３月１日改訂 



６．「指定特定施設入所者生活介護」利用契約に係る運営規程 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

(目的) 

第１条  この規程は、有限会社林友商事の設定運営する介護付有料老人ホーム｢楽居館｣（以 

下「楽居館」という。）の管理及び運営について必要な事項を定め、業務の適正且つ円滑な

施行と入居者が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことに資するとともに、その 

生活環境を確保し介護保険法その他の法令に定める「特定施設入居者生活介護」の規程を

尊守することを目的とする。 

 

(運営方針) 

第２条  「楽居館」は、居宅における生活への復帰が可能な場合には復帰を念頭におき、 

その他の場合には、生活の場として利用者の犠牲に配慮した住みよい住居を提供し、利用

者の自主性の尊重を基本として、利用者が明るく心豊かな生活ができるよう、相談・助言

等の援助、食事の提供、入浴設備の提供、疾病・災害等緊急時の対応、居宅サービスの利

用への協力、余暇活動の支援等、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように万全を期することを基本方針とする。 

 

第２章 職員及び職務 

 

(職員) 

第３条  施設の職員配置は、入居者の数及び提供するサービス内容に応じた次の職員を、

配置するものとする。但し、入居者数により、直接処遇職員を要介護者 3 人に 1 人、要支

援者 10 人に 1 人の割合で配置する。 

(1)管理者            １名 

(2)生活相談員          １名 

(3)看護職員          ６名 

(4)介護職員         ３１名 

(5)機能訓練指導員        １名（兼務） 

(6)計画作成担当者        ２名 

(7)事務職員等          １名 

(8)栄養士            １名 

※令和７年４月３０日現在 

 

(職務) 

第４条  職員は、「楽居館」の設置目的を達成するため必要な職務を行い、利用者の人権を



尊重し、人としての尊厳と誇りに配慮したサービスの充実を期するとともに、自らが心豊

かな人間形成への自己啓発に努めなければならない。 

(1) 管理者は、所属職員を指導監督し、施設の業務を統括する。 

(2) 生活指導員は、利用者の日常相談、面接、援助等の業務に従事する。 

(3) 看護職員は、利用者の日常生活の看護・介護・援助に従事する。 

(4) 機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練に従事する。 

(5) 計画作成担当は、利用者の看護サービスに係わる計画の作成に従事する。 

(6) 事務職員は、庶務及び会計業務に従事する。 

(7) 栄養士は、献立作成、栄養量計算、調理上の衛生管理等の適正化を期するとともに、給

食委託業者及び調理業務従事者の指導業務に従事する。 

 

 

第３章 入所定員 

 

（入所者の定員） 

  第５条  「楽居館」の居室数は９３室とし、入居定員を９３名とする。 

 

 

第４章 利用者の資格及び利用料 

 

（利用者の資格） 

  第６条  「楽居館」に入居し指定特定施設入所者生活介護が利用できる方は、次の（１）

から（５）の全てに該当する方に限る。 

（１） ６５歳以上で要支援１・２及び要介護度１～５の認定を受けた方。但し、４０歳以上

６５歳未満の特定疾病による要支援・要介護認定を受けた方を含む。 

（２） 自立ができない程度の身体機能の低下等が認められる方、又は高齢等のため独立して

生活するには不安が認められる方であって日常の生活が独立して維持できる方。 

（３） 家族と同居することが困難な方。 

（４） 伝染病疾患がなく、且つ問題行動を伴わない方で共同生活が可能な方。 

（５） 生活費に充てることができる所得等があり、所定の利用料を継続的に支払うことが可

能な方。 

 

 

 

（施設サービス内容） 

  第７条  特定施設入所者生活介護のサービス内容は次の通りとする。 



（１） 食事、入浴、排泄、着替え等の介助。 

（２） 日常生活上の世話。 

（３） 日常生活の中での機能訓練。 

（４） 相談、援助等。 

 

（利用料等） 

  第８条  特定施設入所者生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める

基準によるものとする。 

（１） 法定代理受領サービスに該当する特定施設入所者生活介護を提供した際には、その 

利用者から利用料の一部として、当該特定施設入所者生活介護に係わる居宅介護サ

ービス費用基準額から特定施設入所者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービ

ス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

（２） 法定代理受領サービスに該当しない特定施設入所者生活介護を提供した際には、そ

の利用者から受ける利用料の額と特定施設入所者生活介護に係わる居宅介護サービ

ス費用基準額との間に不合理な差額を設けないものとする。 

（３） 上記（１）、（２）の支払いを受ける額の他、以下に掲げる費用の支払いを受けるも

のとする。 

    ① 家 賃     A タイプ ５９，０００円／月 

              B タイプ ５８，０００円／月 

              C タイプ ５７，０００円／月 

              D タイプ ５５，０００円／月 

              E タイプ ５６，０００円／月 

              F タイプ ５５，０００円／月 

              G タイプ ５４，０００円／月 

              H タイプ ４７，０００円／月 

    ② 管理費          ４３，０００円／月 

    ③ 食 費          ６２，１００円／月 

④ 暖房費          １４，３００円／月 ※冬期間（10 月～4 月）のみ 

  但し、食費、共益費、日常生活費、暖房費等は消費税を含む。その他日常生活にお

いて通常必要となるものに係わる費用で、その利用者に負担させることが適当とみ

られる教養娯楽費、理美容、おむつ代等は実費とする。 

（４） 上記（３）の費用の額に係わるサービスの提供に当たっては、予め利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者又はその家

族等の同意を得るものとする。 

（５） 特定施設入所者生活介護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払い

を受ける際、当該事業所の毎月発行する請求書に基づき、指定する期限迄に現金持

参又は指定口座へ振り込むものとする。 

 

 



第５章 利用者に対するサービス内容 

 

（食事サービス） 

  第９条  食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする。 

  ２  食事の時間は次の通りとする。 

       【本  館】 

 朝  食 午前  ７時５０分～ 

 昼  食 午前 １１時５０分～ 

 夕  食 午後  ５時２５分～ 

  

  

       【新  館】 

 朝  食 午前  ８時００分～ 

 昼  食 午前 １２時００分～ 

 夕  食 午後  ５時３０分～ 

 

  ３  予め連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間（２時間以内）食事

取り置きをすることができる。 

  ４  前日の午後５時までに、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなく

てもよいものとする。 

 

（入浴） 

  第１０条  利用者の入浴については、施設に設けた入浴設備を利用して行うものとする。 

  ２  利用者に対する個別の入浴介助は原則として行わないものとする。但し、介助を必要

とする状態となった場合は、施設は入浴介助に対応するものとする。 

  ３  入浴回数は週２回以上を基本とし、適宜対応することとする。 

 

（緊急時の対応） 

  第１１条  身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、 

   昼夜を問わず２４時間何時でもナースコール等で職員の対応を求めることができる。 

  ２  職員はナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対 

応を行うものとする。 

  ３  利用者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、 

     その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。 

  ４  浴室及び浴槽等は、残留塩素等の点検管理も十分に行ない清潔を保持するものとする。 

 

（年間行事） 



  第１３条  入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクレーションを実施するものとし、 

年間行事計画は、以下の要領とする。 

 

４月 花見 

５月 ４，５月誕生会 

６月 ６，７誕生会 

７月 七夕・夏祭り 

８月 ８，９月誕生会 

９月 敬老式典・老人健診 

１０月 コンサート 

１１月 １０、１１月誕生会・インフルエンザ予防接種・防災訓練 

１２月 クリスマス会・インフルエンザ予防接種 

１月 元旦式典・１２、１月誕生会 

２月 節分 

３月 雛祭り・２，３月誕生会・彼岸法要・老人健診 

 

 

（金銭管理等） 

  第１４条  入居者の金銭・預金等の管理は、入居者自身又は家族が行うことを原則とする。 

   但し、入居者が特に施設に依頼した場合又は、入居者が認知症等により十分な判断能力を

有せず適切な管理を行えないと認められた場合であって、当該保証人等の承諾を得た時は、

書面を以って管理することとする。 

 

（入院期間中の対応） 

  第１５条  医師の診断により利用者に長期入院の必要が生じた場合には、利用者の希望等

を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与すると共に、止むを得ない事情がある場合を除

き、退院後再び円滑に入居することができるように、利用者又は家族と協議して定めるも

のとする。 

 

 

 

（社会生活上の便宜の供与） 



  第１６条  利用者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、利用者

が行うことが困難である場合は、申し出及び同意に基づき、施設が相談、紹介をすること

ができる。 

  ２  利用者の希望により、要介護認定の更新や、再認定の代行業務の相談、紹介をするこ

とができる。 

 

 

第６章 利用にあたっての留意事項及び職員の義務 

 

（利用者留意事項） 

  第１７条  管理者（施設長）は、円滑な施設運営を期するために、別に定める利用者留意

事項を、利用者にその趣旨を十分に周知徹底しなければならない。 

 

（外出及び外泊） 

  第１８条  利用者は、外出（短時間は除く）又は外泊しようとする時は、その前日迄に、

その都度、外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日等を管理者（施設長）に届け出る

ものとする。 

 

（面 会） 

  第１９条  利用者が外来者と面会しようとする時は、外来者が玄関に備え付けの台帳にそ

の氏名を記録するものとする。 

 

 

 

（衛生保持） 

  第２０条  利用者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、又、施設に協力

するものとする。 

  ２  管理者（施設長）以下その他の職員は次の各号の実施に努めなければならない。 

（１） 衛生知識の普及、伝達及び伝染性疾患の感染防止。 

（２） 原則年１回の防虫駆除及び年２回の大掃除。 

（３） 利用者持ち込み品等の消毒。 

（４） その他必要なこと等。 

 

 

 

 

（施設内禁止行為） 

  第２１条  利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 



（１） 喧嘩、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。 

（２） 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他

人を排撃したりすること。 

（３） 指定した場所以外で火気を用いること。 

（４） 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

（５） 故意又は無断で、施設若しくは備品に損害を与え、又は此等を施設外に持ち出すこ

と。 

 

（秘密保持） 

  第２２条  職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。 

 

第７章 入居及び退居 

 

（利用の申し込み） 

  第２３条  「楽居館」への利用希望者は、利用申込書を提出するものとする。 

  ２  「楽居館」は、利用申込書の提出があった時は、その内容を確認の上、利用申し込み

者名簿に登録しなければならない。 

 

（利用希望者の面接調査） 

  第２４条  利用希望者の調査は、利用者本人及びその家族、保証人との直接面接により行

うものとする。 

  ２  前項の調査に当たっては、利用者本人の健康診断書の提出を求め健康状態を確認する

ものとする。 

 

（利用者の承認等） 

  第２５条  前条の調査の結果、利用を適当と認めた方に対しては、利用を承認する旨を、

又利用を不適当と認めた方に対しては、利用を不適当と認めた旨、何れも文書をもっ

て本人宛通知しなければならない。 

（利用契約の締結） 

  第２６条  利用にあたっては、予め利用申込者及びその家族、保証人に対し、運営規程、 

     重要事項説明書、契約書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で契約書

を締結するものとする。 

 

（利用者台帳の整備） 

  第２７条  新たな利用者については、入居時の健康診断を行うとともに、利用者の従来の

生活状況、家族状況等必要な事項の聴取を行い、それらの調査結果を利用者台帳に記

録、整備しなければならない。 

 



（退 居） 

  第２８条  利用者が次の各号の一に該当する場合には利用契約を終了とする。 

（１） 利用者が死亡した場合。 

（２） 利用者からの退去の意思を受理した時。 

（３） 次条の規程により利用契約を受理した時。 

 

（利用契約の解除） 

  第２９条  事業者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めた時は利用契約を解除する

ことができる。 

（１） 不正又は偽りの手段によって利用承認受けたとき。 

（２） 正当な理由なく利用料を滞納した時、又は支払うことができなくなった時。 

（３） 身体又は精神的疾患等のため、施設での生活が著しく困難となった時。 

（４） 承認を得ないで、施設の建物、付帯設備等の造作・模様替えを行い、且つ原状回

復をしない時。 

（５） 金銭の管理、各種サービスの利用について利用者自身で判断ができなくなった時。 

（６） 前各号の他、共同生活の秩序を著しく乱し他の利用者に迷惑をかけるなど、施設

の生活が著しく不適当と判断される事由が生じた時。 

  ２  管理者（施設長）は、入居時に契約の解除となる条件について十分説明し、契約を解

除するに至った場合、具体的な理由を明示するものとする。 

 

（転貸等の禁止） 

  第３０条  利用者は居室を転貸又は譲渡、もしくは利用者以外の方を同居させることがで

きない。 

 

第８章 非常災害対策 

 

（災害、非常時への対応） 

  第３１条  施設は消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、 

災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。 

  ２  施設は、消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員会を定め具体的な消防計画

等の防災計画等をたて、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則年

１回以上は実施するものとする。 

  ３  利用者は、防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法

で、職員に事態の発生を知らせるものとする。 

  ４  施設の火災通報装置は、煙感知や熱感知の作動によって、自動的に消防署に通報され

る装置となっている。又、居室の全てにスプリンクラー装置が設置されている。 

 



第９章 その他運営についての重要事項 

 

（苦情処理） 

  第３２条  利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができ、施設はそ

の場合、迅速且つ適切に対応するための必要な措置を講じなければならず、速やかに

事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者又

はその家族に報告するものとする。 

  ２  前項のために、施設は苦情処理窓口を設け対処するものとする。 

 

（施設・設備） 

  第３３条  施設・設備の利用時間や生活ルール等は、管理者（施設長）が利用者の状況に

考慮し、協議の上決定するものとする。 

  ２  利用者は、定められた場所以外に私物を置いたり、占用してはならないものとする。 

  ３  施設・設備等の維持管理は施設職員が行うものとする。 

 

（葬儀等） 

  第３４条  施設は、死亡した利用者の葬儀は行わないものとする。但し、希望があれば業

者の紹介をすることができるものとする。 

 

（協力医療機関等） 

  第３５条  施設は利用者の病状の急変等に備え予め協力医療機関を定め、又協力歯科医療

機関を定めておき、対処しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第３６条  利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害の賠償を履行

しなければならない。 

  ２  前項の損害賠償の為に、施設は損害賠償任意保険に加入するものとする。 

 

（地域社会の連携） 

  第３７条  管理者（施設長）は、地域社会との連携に努め、利用者が地域の一員として自

立した生き甲斐のある生活が営めるよう配慮するものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

  第３８条  施設は利用者への虐待を防止するための措置を講ずるものとする。 

  ２  定期的な虐待防止委員会の開催。 

  ３  虐待防止のための指針の策定。 

  ４  定期的な虐待防止研修の実施。 

  ５  虐待防止担当者の選任。 



 

（緊急時における対応方法） 

  第３９条 生活相談員等は、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 

     の提供を行っている際に、入居者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、 

     速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力機関に連絡する等の措置を講じ、施設長に

報告しなければならない。 

 

第１０章 事務及び業務処理 

 

（事務及び業務処理） 

第４０条  施設の事務処理及び業務運営に当たっては、法令、（有）林友商事の諸規程、施

設の業務処理方針等に定められたところに従い、適切な処理に努めなければならない。 

（備付簿冊） 

  第４１条  施設は業務の遂行上又は利用者の処遇上に必要な簿冊等を整備し、管理保存し

なければならない。 

 

（会 計） 

  第４２条  事業者は、当該事業の会計と他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

（広 告） 

  第４３条  事業者は、当該事業について広告をする場合においては、その内容が虚為又は

誇大なものであってはならない。 

 

（運営懇談会の設置） 

  第４４条  事業者は施設長、職員及び入居者代表等により組織する運営懇談会を設け、定

期的及び必要に応じ開催するとともに、記録を整理保存するものとする。 

  ２  運営懇談会では、利用者の状況、サービス提供の状況の管理費及び食費の収支等の内

容等を報告し、説明するとともに利用者の意見や要望を表明しやすい環境を考慮し、

表明された意見や要望を運営に反映するように努めることとする。 

  ３  運営懇談会には外部から牽制が働くよう利用者の家族、第三者的立場にある例えば民

生委員等を加えるよう努めなければならない。 

 

（合意管轄） 

  第４５条  本規程に起因する紛争に関して、訴訟の必要が生じた時は、札幌地方裁判所を

もって第一審管轄裁判所とすることを、利用者及びその家族や係わる保証人と事業者

は予め合意することとする。 

 

（契約に定めのない事項） 



  第４６条  本規程に定めのない事項及び疑義のある場合は、老人福祉法、介護保険法その

他の法令の定めるところにより、利用者及びその家族、保証人等と事業者は速やかに

誠意をもって処理することに努めなければならない。 

 

 

 

（改 正） 

  第４７条  この規程を改正、廃止するときは（有）林友商事の決議を得るものとする。 

付 則 

（施 行） 

       この規程は、平成１６年１２月１５日から施行する。 

（改 訂） 

             平成１７年 １月３１日から施行する。 

        平成１７年 ４月 １日から施行する。 

        平成１７年 9 月３０日から施行する。 

      平成１８年 ４月 １日から施行する。 

平成１９年 ４月 １日から施行する。 

平成２０年 ４月 １日から施行する。 

平成２１年 ３月 １5 日から施行する。 

令和 ５年 ７月 １日から施行する。 

令和 ６年 ３月 1 日から施行する。 


